
春日井市地域コミュニティ活動用備品貸出要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、地域コミュニティ活動の推進を図るため、春日井市が財団

法人自治総合センターの宝くじ普及広報事業により助成を受け取得した映像機

器等（以下「備品」という。）を無料で貸し出すことについて必要な事項を定め

るものとする。 

 （貸出備品） 

第２条 貸出備品は、別表のとおりとする。 

 （貸出対象） 

第３条 備品の貸出を受けることができるものは、区、町内会、自治会、コミュ

ニティ推進団体その他市長が特に認める団体等（以下「団体」という。）とす

る。 

（貸出期間） 

第４条 備品の貸出期間は、５日を限度とする。ただし、市長が特に必要と認め

る場合は、この限りでない。 

 （申請手続） 

第５条 備品の貸出を希望する団体は、貸出を受けようとする日の１週間前まで

に春日井市地域コミュニティ活動用備品貸出申請書（第１号様式）を市長に提

出するものとする。 

 （貸出の承認） 

第６条 市長は、前条の申請があったときは、その内容について審査し、貸出の

可否を決定し、春日井市地域コミュニティ活動用備品貸出承認（不承認）通知

書（第２号様式）により申請団体に通知するものとする。 

（機器の管理） 

第７条 前条の承認を受けた団体（以下「借受団体」という。）は、当該備品を適

正に管理し、使用するものとする。 



２ 借受団体は、備品を他の目的に使用し、他に転貸し、交換し、又は担保に供

してはならない。 

３ 借受団体は、備品を使用するに当たっては、使用する行事等に参加する者に

対し、備品が整備された目的及び方法を周知するよう努めるものとする。 

 （承認内容の変更） 

第８条 借受団体が、承認内容を変更しようとするときは、あらかじめ春日井市

地域コミュニティ活動用備品貸出変更承認申請書（第３号様式）を市長に提出

し、その承認を受けなければならない。 

２ 変更の承認については、第６条の規定を準用する。  

 （返却） 

第９条 借受団体は、春日井市地域コミュニティ活動用備品使用状況報告書（第

４号様式）を市長に提出するものとする。 

２ 借受団体が備品を返却するときは、市長の点検を受けるものとする。 

 （破損・紛失届） 

第10条 借受団体は、備品を破損又は紛失したときは、速やかに春日井市地域コ

ミュニティ活動用備品破損・紛失届（第５号様式）を市長に提出するものとす

る。 

 （賠償等）  

第11条 借受団体は、備品に損害を生じさせたときは、修理その他賠償の責めを

負わなければならない。 

２ 備品の使用によって生じた事故等に関しては、借受団体の責任において処理

するものとする。 

（承認の取消し等） 

第12条 市長は、必要があるとき又は団体等が次のいずれかに該当するときは、

使用条件を変更し、又は使用の承認を取り消すことができる。 

 ⑴ 借受団体が当該備品を使用しなくなったとき。 

 ⑵ 借受団体がこの要綱の規定に違反したとき。 



 ⑶ その他市長が特に必要があると認めたとき。 

（雑則） 

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成22年６月15日から施行する。 

附 則 

  （施行期日） 

１ この要綱は、平成23年11月１日から施行する。 

  （経過措置） 

２ 改正後の春日井市地域コミュニティ活動用備品貸出要綱の規定は、平成23 

年11月１日以後の貸出に係るものから適用し、同日前の貸出に係るものにつ 

いては、なお従前の例による。 

３ この要綱の施行の際、改正前の春日井市地域コミュニティ活動用備品貸出

要綱の規定に基づいて調整されている用紙類は、改正後の春日井市地域コミ

ュニティ活動用備品貸出要綱の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は

所要の訂正をして使用することがある。 

附 則 

１ この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

２ 改正後の春日井市地域コミュニティ活動用備品貸出要綱の規定は、平成30

年４月１日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例

による。 

３ この要綱の施行の際、改正前の春日井市地域コミュニティ活動用備品貸出

要綱の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市地域コミ

ュニティ活動用備品貸出要綱の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は

所要の訂正をして使用することがある。 

附 則 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 



２ この要綱の施行の際、改正前の春日井市地域コミュニティ活動用備品貸出

要綱の規定に基づいて調製されている用紙類で現に使用されているものは、

改正後の春日井市地域コミュニティ活動用備品貸出要綱の規定にかかわらず、

当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。 

 


